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インフノレエンザA (HINI)ウイノレスに係る労災補償業務における留意点について

既に新聞等により報道されているとおり、今般、メキシコにおいて、インフルエンザ

様の症状を示す比較的重い呼吸器疾患が流行しているとの情報が、また、米国において

は、ヒトの聞でインフルエンザA (HINI)ウイノレスが発生している等の情報があったと

ころである。これに伴い、今後、海外出張中に被災する等により、インフノレエンザA

(HINI)ウイノレスに係る労災保険給付の請求がなされることが予想されることから、各

局においてインフノレエンザA (HINI)ウイノレスに係る労災保険給付の請求や相談があっ

た場合には、下記に留意のうえ対応されるようお願いする。

言己

1 相談、問い合わせの対応について

海外出張中に被災する等、インフルエンザA (HINI)ワイルスに濯患したとして労

災請求に関する相談又は問い合わせがあった場合には、以下により適切に説明するこ

と。

(1)国内の場合

ア医療従事者

医師、看護師等が患者の診断若しくは看護の業務等により、インフノレエンザA

(HINllウイルスに感染し発症した場合には、原則とじて労働基準法施行規則別

表第 1の2第 6号 1に基づき保険給付の対象となること。



イ 医療従事者以外の労働者

感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労働基準法

施行規則別表第 1の2第6号5に基づき保険給付の対象となること。

(2 )国外の場合

ア海外出張労働者

海外出張労働者については、 「海外における業務による感染症の取扱いについ、

てJ(昭和 63年 2月 1日付け基発 57号)中の考え方に基づき対応するごと。

なお、海外出張労働者の出張先国が多数のイジブノレエンザA (HINl)ワイノレスの

発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場

合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを個々の事案に即して

判断することとなるニとに留意し、適切に対応すること。

イ 海外派遣特別加入労働者

国内労働者に準じて判断することとなる。したがって、上記(1)に準じて説

明するこど。

2 労災保険給付の請求について

インフノレエンザA (HINl)ウイノレスに係る労災保険給付の請求又は相談があった場

合には、直ちに補 504により本省補償課業務係に報告するとともに、当該誇求に対

して支給・不支給の決定を行う際には、事前に本省補償課職業病認定対策室に協議す

ること。

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)にお

いて、園内で感染していることが確認された場合、入院治療を受けるべきことが規定

されていること、現時点において明確には医科点数表に「新型インフノレエンザ」に関

する点数が規定されていないこと等から、上記請求のうち療養(補償)給付に係る請

求に対して支給・不支給の決定を行う際には、事前に本省補償課医療福祉事Ifにも協議

すること。


